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明日（5月 14日）より，社会保障機構（SOCSO）による COVID-19スクリーニングプログラム

は，セランゴール州及びクアラルンプールにおいて操業している，建設及び警備産業企業における外国

人労働者に対して集中的かつ優先的に行っていく。当該プログラムは，1969年従業員社会保障法の下

で SOCSOに登録されている雇用主及び従業員のためのものである。 

 

スクリーニングの手続きは，企業と指定されたサービスプロバイダーの間での予約に基づき，実施さ

れる。 

 

スクリーニングテストは，仕事場あるいはサービスプロバイダーの施設において実施される。 

 

したがって，本通知に先立ち，サービスプロバイダーとの間で予約しているものは，更なる通知があ

るまで延期される。 

 

この変更は，両産業（建設及び警備）における外国人労働者のための COVID-19スクリーニングを

重視する政府の最新の指示に基づくものである。 

 

また，ハイリスク群と考えられる労働者へのターゲットスクリーニングを実施するという保健省の助

言に沿うものでもある。 

 

前述の産業（建設及び警備）における適格労働者のスクリーニングプログラムは、人的資源省の下に

ある機関の一つである SOCSO によって運営される。 

 

更なる問い合わせがある場合は以下に連絡すること。 

 1-300-22-8000／03-4264-5555／03-8091-5100／ perkeso@perkeso.gov.my 
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